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１

ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
期
日
及
び
選
挙
す
べ

き
議
員
の
数
（
三
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
職
務
代
理
者

（
三
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
の
く

じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
三
五
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時

（
三
六
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
費
用
に
関
す
る
支

出
金
額
の
制
限
額
（
三
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
三
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
三
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
四
〇
）
…
…
…
…
…
３

選
挙
長
告
示

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所

（
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者

の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
（
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
選
管
告
示
第
三
十
三
号

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
七
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
秋
田
県
議

会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員

の
数
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
秋
田
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
よ

り
、
任
期
満
了
に
よ
る
秋
田
県
議
会
議
員
の
一
般
選
挙
を
次
の
と
お
り
行
う

の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

そ
の
選
挙
の
期
日
及
び
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
選
挙
期
日
　
平
成
十
九
年
四
月
八
日

二
　
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

秋
田
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
十
三
人

能
代
市
山
本
郡
選
挙
区
　
　
　
四
人

横
手
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
四
人

大
館
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
三
人

男
鹿
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
一
人

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区
　
　
　
三
人

鹿
角
市
鹿
角
郡
選
挙
区
　
　
　
二
人

由
利
本
荘
市
選
挙
区
　
　
　
　
四
人

潟
上
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
一
人

大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区
　
　
　
五
人

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
選
挙
区
　
二
人

に
か
ほ
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
一
人

仙
北
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
一
人

南
秋
田
郡
選
挙
区
　
　
　
　
　
一
人

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
八
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般

選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選

任
し
た
の
で
、
同
施
行
令
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

秋
田
市
選
挙
区

選
挙
長秋

田
市
大
町
四
丁
目
三
番
四
十
四
号
　
　
　
　
　
田
　
中
　
伸
　
一

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
泉
北
四
丁
目
十
一
番
三
号
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
　
　
誠

能
代
市
山
本
郡
選
挙
区

選
挙
長能

代
市
鰄
渕
字
一
本
柳
百
九
番
地
二
　
　
　
　
　
鷲
　
尾
　
　
　
絢

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
土
崎
港
中
央
五
丁
目
八
番
三
十
九
号
　
　
大
　
野
　
芳
　
雄

横
手
市
選
挙
区

選
挙
長横

手
市
鍛
冶
町
三
番
三
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
山
　
本
　
　
　
晃

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
八
橋
本
町
五
丁
目
五
番
三
十
四
号
　
　
　
渡
　
部
　
敬
　
二

大
館
市
選
挙
区

選
挙
長大

館
市
東
台
四
丁
目
四
番
八
十
七
号
　
　
　
　
　
櫻
　
庭
　
榮
次
郎

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

北
秋
田
市
宮
前
町
八
番
三
十
六
号
　
　
　
　
　
　
米
　
山
　
栄
八
郎

男
鹿
市
選
挙
区

選
挙
長男

鹿
市
船
川
港
船
川
字
栄
町
七
十
五
番
地
　
　
　
佐
々
木
　
洋
　
悦

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
港
北
新
町
十
三
番
四
十
一
号
　
　
　
　
　
吉
　
田
　
憲
　
一

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区

選
挙
長湯

沢
市
川
連
町
字
大
舘
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
元

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
泉
菅
野
二
丁
目
五
番
一
号
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
政
　
志

鹿
角
市
鹿
角
郡
選
挙
区

選
挙
長鹿

角
市
八
幡
平
字
上
沢
田
九
番
地
二
　
　
　
　
　
阿
　
部
　
良
　
吉

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

能
代
市
大
瀬
儘
下
五
十
七
番
地
三
十
四
　
　
　
　
川
　
井
　
文
　
雄

由
利
本
荘
市
選
挙
区

選
挙
長由

利
本
荘
市
中
町
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
良
　
治

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
御
野
場
三
丁
目
三
番
十
一
号
　
　
　
　
　
宮
　
崎
　
　
　
強

潟
上
市
選
挙
区

選
挙
長潟

上
市
飯
田
川
飯
塚
字
飯
塚
二
十
一
番
地
一
　
　
小
　
玉
　
喜
久
子

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
手
形
山
北
町
四
番
二
十
号
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
善
　
信

大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区

選
挙
長大

仙
市
大
曲
船
場
町
二
丁
目
一
番
四
十
六
―
二
号

佐
々
木
　
　
　
優

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
桜
ガ
丘
三
丁
目
七
番
十
六
号
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
儀
　
直

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
選
挙
区

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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２

選
挙
長北

秋
田
市
花
園
町
二
十
番
二
十
号
　
　
　
　
　
　
成
　
田
　
藤
　
雄

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

由
利
本
荘
市
谷
地
町
三
十
五
番
地
四
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
光
　
仁

に
か
ほ
市
選
挙
区

選
挙
長に

か
ほ
市
象
潟
町
長
岡
字
家
尻
十
三
番
地
　
　
　
須
　
藤
　
　
　
顯

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

に
か
ほ
市
飛
字
跳
ケ
崎
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
正
　
記

仙
北
市
選
挙
区

選
挙
長仙

北
市
角
館
町
薗
田
保
呂
石
四
番
地
　
　
　
　
　
a

橋
　
政
　
宣

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

仙
北
市
角
館
町
八
割
雷
七
十
五
番
地
二
　
　
　
　
安
　
杖
　
孝
　
正

南
秋
田
郡
選
挙
区

選
挙
長秋

田
市
山
王
六
丁
目
十
九
番
十
号
　
　
　
　
　
　
小
　
野
　
康
　
雄

選
挙
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

秋
田
市
手
形
字
山
崎
二
百
十
三
番
地
　
　
　
　
　
原
　
田
　
誠
三
郎

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
五
号

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
四
年
条
例
第
六
十
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の

掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た

の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
五

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に

お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
法
第
七

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
　
挙
　
区

秋
　
田
　
市

能
　
代
　
市

山
　
本
　
郡

横
　
手
　
市

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

室山
本
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
山
本

分
室

平
鹿
地
域
振
興
局
内

日
　
　
　
時

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

大
　
館
　
市

男
　
鹿
　
市

湯
　
沢
　
市

雄
　
勝
　
郡

鹿
　
角
　
市

鹿
　
角
　
郡

由
利
本
荘
市

潟
　
上
　
市

大
　
仙
　
市

仙
　
北
　
郡

北

秋

田

市

北

秋

田

郡

に

か

ほ

市

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
平
鹿

分
室

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画

部
大
館
地
区
総
合
事
所
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
大
館

分
室

船
川
港
湾
事
務
所
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
男
鹿

分
室

雄
勝
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
雄
勝

分
室

鹿
角
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
鹿
角

分
室

由
利
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
由
利

分
室

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

内秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上

分
室

仙
北
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北

分
室

北
秋
田
地
域
振
興
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
北
秋

田
分
室

に
か
ほ
市
役
所
に
か
ほ
市
選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
か

ほ
市
分
室

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

仙
　
北
　
市

南

秋

田

郡

仙
北
市
役
所
仙
北
市
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北

市
分
室

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

内秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上

分
室

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
五
時
三
十
分

平
成
十
九
年
三
月

三
十
日

午
後
六
時

選
　
挙
　
区

秋
　
田
　
市

能
　
代
　
市

山
　
本
　
郡

横
　
手
　
市

大
　
館
　
市

男
　
鹿
　
市

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
庁
正
庁

山
本
地
域
振
興
局
大
会
議
室

平
鹿
地
域
振
興
局
大
会
議
室

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画

部大
館
地
区
総
合
事
務
所
会
議
室

船
川
港
湾
事
務
所
会
議
室

日
　
　
　
　
時

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
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三
号
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
）
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
四
月

八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支

出
金
額
の
制
限
額
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
の
別

秋
田
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
、
一
五
二

能
代
市
山
本
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
、
四
八
八

横
手
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
、
八
五
〇

大
館
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
、
一
三
九

男
鹿
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
、
一
四
五

湯
沢
市
雄
勝
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
、
三
七
八

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
、
九
二
四

由
利
本
荘
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
、
六
九
六

潟
上
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
七
七
八

大
仙
市
仙
北
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
、
七
二
五

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
一
六
七

に
か
ほ
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
九
一
八

仙
北
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
、
九
六
六

南
秋
田
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
八
五
三

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
　
一
九
、
〇
四
八

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
五
、
三
九
九

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
四
十
号

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

湯
　
沢
　
市

雄
　
勝
　
郡

鹿
　
角
　
市

鹿
　
角
　
郡

由
利
本
荘
市

潟
　
上
　
市

大
　
仙
　
市

仙
　
北
　
郡

北

秋

田

市

北

秋

田

郡

に

か

ほ

市

仙
　
北
　
市

南

秋

田

郡

雄
勝
地
域
振
興
局
大
会
議
室

鹿
角
地
域
振
興
局
大
会
議
室

由
利
地
域
振
興
局
大
会
議
室

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

大
会
議
室

仙
北
地
域
振
興
局
大
会
議
室

北
秋
田
地
域
振
興
局
大
会
議
室

に
か
ほ
市
役
所
象
潟
庁
舎
大
会

議
室

仙
北
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
第
一

会
議
室

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部

大
会
議
室

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
時
三
十
分

平
成
十
九
年
四
月

十
一
日

午
前
十
一
時
二
十

分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
三
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第

選
　
挙
　
区

秋

田

市

能
代
市
山
本
郡

横

手

市

大

館

市

男

鹿

市

湯
沢
市
雄
勝
郡

鹿
角
市
鹿
角
郡

由
利
本
荘
市

潟

上

市

大
仙
市
仙
北
郡

北
秋
田
市
北
秋
田
郡

に

か

ほ

市

仙

北

市

南

秋

田

郡

支
　
出
　
金
　
額
　
の
　
制
　
限
　
額

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
六
二
六
、
八
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
六
一
一
、
二
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
六
九
五
、
九
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
八
二
〇
、
六
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
六
、
四
二
六
、
二
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
六
七
四
、
四
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
四
二
〇
、
五
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
四
三
七
、
四
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
六
、
三
三
四
、
七
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
五
二
九
、
八
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
四
一
四
、
八
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
八
七
一
、
五
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
六
、
一
三
二
、
六
〇
〇
円

候
補
者
一
人
に
つ
き
　
五
、
八
五
五
、
三
〇
〇
円
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公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部

を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

秋
田
市
選
挙
区
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

秋
田
県
議
会
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

能
代
市
山
本
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
鷲
　
尾
　
　
　
絢
　

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

山
本
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

山
本
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
山
本
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

横
手
市
選
挙
区
選
挙
長
　
山
　
本
　
　
　
晃

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

平
鹿
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

平
鹿
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
平
鹿
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

大
館
市
選
挙
区
選
挙
長
　
櫻
　
庭
　
榮
次
郎

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
大
館
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

男
鹿
市
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
々
木
　
洋
　
悦

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

船
川
港
湾
事
務
所
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

船
川
港
湾
事
務
所
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
男
鹿
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
　
藤
　
　
　
元

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

雄
勝
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

雄
勝
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
雄
勝
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

鹿
角
市
鹿
角
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
阿
　
部
　
良
　
吉

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

鹿
角
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

鹿
角
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
鹿
角
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

由
利
本
荘
市
選
挙
区
選
挙
長
　
加
　
藤
　
良
　
治

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

由
利
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

由
利
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
由
利
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

選
　
挙
　
長
　
告
　
示

平
鹿
総
合
病
院

横
手
市
駅
前
町
一
番
三
十
号

平
鹿
総
合
病
院

横
手
市
前
郷
字
八
ツ
口
三
番
一
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平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

潟
上
市
選
挙
区
選
挙
長
　
小
　
玉
　
喜
久
子

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
々
木
　
　
　
優

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

仙
北
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

仙
北
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
成
　
田
　
藤
　
雄

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

北
秋
田
地
域
振
興
局
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

北
秋
田
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
北
秋
田
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

に
か
ほ
市
選
挙
区
選
挙
長
　
須
　
藤
　
　
　
顯

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

に
か
ほ
市
役
所
象
潟
庁
舎
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

に
か
ほ
市
役
所
に
か
ほ
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
か
ほ
市
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

仙
北
市
選
挙
区
選
挙
長
　
a

橋
　
政
　
宣

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

仙
北
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
第
一
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

仙
北
市
役
所
仙
北
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北
市
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
一
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
執
行
規

程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

南
秋
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
小
　
野
　
康
　
雄

一
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
前

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
大
会
議
室

二
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
　
正
午
以
後

秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上
分
室

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

秋
田
市
選
挙
区
選
挙
長
　
田
　
中
　
伸
　
一

一
　
場
所
　
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

能
代
市
山
本
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
鷲
　
尾
　
　
　
絢

一
　
場
所
　
山
本
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
山
本
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

横
手
市
選
挙
区
選
挙
長
　
山
　
本
　
　
　
晃

一
　
場
所
　
平
鹿
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
平
鹿
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
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６

大
館
市
選
挙
区
選
挙
長
　
櫻
　
庭
　
榮
次
郎

一
　
場
所
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
大
館
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

男
鹿
市
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
々
木
　
洋
　
悦

一
　
場
所
　
船
川
港
湾
事
務
所
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
男
鹿
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

湯
沢
市
雄
勝
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
　
藤
　
　
　
元

一
　
場
所
　
雄
勝
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
雄
勝
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

鹿
角
市
鹿
角
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
阿
　
部
　
良
　
吉

一
　
場
所
　
鹿
角
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
鹿
角
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

由
利
本
荘
市
選
挙
区
選
挙
長
　
加
　
藤
　
良
　
治

一
　
場
所
　
由
利
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
由
利
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

潟
上
市
選
挙
区
選
挙
長
　
小
　
玉
　
喜
久
子

一
　
場
所
　
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

大
仙
市
仙
北
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
佐
々
木
　
　
　
優

一
　
場
所
　
仙
北
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

北
秋
田
市
北
秋
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
成
　
田
　
藤
　
雄

一
　
場
所
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
内
秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
北
秋
田
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

に
か
ほ
市
選
挙
区
選
挙
長
　
須
　
藤
　
　
　
顯

一
　
場
所
　
に
か
ほ
市
役
所
に
か
ほ
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
か
ほ
市
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

仙
北
市
選
挙
区
選
挙
長
　
a

橋
　
政
　
宣

一
　
場
所
　
仙
北
市
役
所
仙
北
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
仙
北
市
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
時
三
十
分

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

選
挙
長
告
示
第
二
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選

挙
会
の
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

を
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
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７

南
秋
田
郡
選
挙
区
選
挙
長
　
小
　
野
　
康
　
雄

一
　
場
所
　
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
内

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
潟
上
分
室

二
　
日
時
　
平
成
十
九
年
四
月
六
日
　
午
前
十
一
時
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